
仕　様　書別紙


１　業務名
　　令和８年度高齢者生成ＡＩ活用促進事業委託業務

２　業務の目的
デジタル社会の利便性を享受するためには、生成ＡＩなど新たなデジタル技術を正しく利用・活用できるスキル（デジタルリテラシー）も必要となることから、デジタルデバイド対策の一環として、高齢者が生成ＡＩを安全かつ効果的に活用できるよう、市町村が開催する高齢者向けの生成ＡＩ講習会へ講師を派遣する。

３　契約期間
契約締結日から令和９年３月31日まで

４　事業スケジュール
令和８年４月中旬～５月上旬	実施計画書作成
令和８年５月～６月		テキスト作成
令和８年６月～７月		アンケート作成
令和８年６月			派遣市町村・スケジュール調整
令和８年７月上旬		年間派遣スケジュール確定
令和８年８月～令和９年２月	生成ＡＩ講習会開催
令和９年２月中旬		改善事項報告書提出
令和９年３月末まで		業務完了報告書提出

５　役割分担
	受託者
	実施計画書作成、テキスト作成、生成ＡＩ講習会への講師派遣

	愛知県
	受託者との契約、市町村への照会・日程調整

	市町村
	会場準備、周知、受講者募集



６　業務内容
受託者は、契約締結後、速やかに愛知県とキックオフミーティングを実施するとともに、１か月以内に実施計画書（スケジュール、講習の概要、実施体制等）を作成のうえ、以下の業務を行うこと。
（１）講習で使用するテキストの作成
受託者は、使用するテキストの内容を県と協議し、その内容等について県の了承を得た上で完成させること。
使用する生成ＡＩツールは、ChatGPTやGeminiなど、一般に普及しているツールの中から、県の了承を得た上で選定すること。
テキストには、以下の内容を組み込むこと。
【内容】
1 生成ＡＩの概要説明
2 生成ＡＩの使い方
3 生成ＡＩへ質問をしてみよう
4 生成ＡＩ活用時の注意点
※③には電子申請等の愛知県の行政サービスの使い方に関する質問を最低１つ組み込むこと。
※単身世帯で身近に相談相手がいない高齢者でも気軽に生成ＡＩに質問し、サービスの流れを理解したり、オンライン上で手続を行うことで、窓口へ行き説明を受けたり、手続を行う必要が無くなる等、受講した高齢者が自ら生成ＡＩを安全かつ効果的に活用する方法を習得できる内容にすること。
テキストの作成にあたっては、第三者の権利を侵害しないこと。
（２）講習の実施
[bookmark: _Hlk60770702]受託者は、別途県が指示する日程及び会場において、以下のとおり講習を実施すること。
ア　講習内容
（１）で作成したテキストの内容に基づき実施すること。
イ　受講対象者
基本的なスマートフォン操作ができ、さらに効果的に活用したい高齢者
ウ　受講人数（予定）
20～30人
エ　講師人数
４人（講師１人＋サポート役３人）
サポート役は受講者の生成ＡＩ操作補助を行うこと。
オ　講習回数
26回程度
原則、別途県が指示する会場に訪問して、１回あたり１時間半程度の講習を実施すること。
カ　テキスト
受講人数分を印刷して用意すること。
キ　事前準備
受講者の募集、決定に関する文書の作成及び研修当日の会場設営、研修に使用するプロジェクタ、スクリーン、マイクの準備、受付及び進行運営は、市町村が実施し、講習で使用する端末は受講者のスマートフォンを利用する。
ただし、研修で講師が使用するノートパソコン、受講者に配布する研修テキスト及びその他研修で使用するツールや消耗品等は受託者が用意すること。
ク　実施報告書の提出
講習実施後、受託者は、実施報告書を作成し、別途県から指示する期日までに県へ提出すること。講習時に受講者にアンケートを取り、その結果を報告書に記載すること。アンケート内容は事前に県と協議すること。
ケ　改善事項報告書の提出
受講者からのアンケート結果と、本事業を運営した経験を踏まえ、次年度事業に向けた改善事項とその解決案をＡ４で１枚程度にまとめた改善事項報告書を令和９年２月中旬頃までに県に提出すること。

７　成果物
受託者は、次に示す資料について、電子データを設定された期日及び本業務終了後速やかに提出すること。
・実施計画書
・講習で使用するテキスト
・講習の実施報告書
・改善事項報告書
・その他、県が指定するもの

８　完了報告及び支払
受託者は、全体業務終了後すみやかに業務内容及びその会計に関する報告書を県に提出し、令和９年３月31日までに完了検査を受けること。業務内容報告書は、本県と協議したうえで、履行した業務内容を正確かつ簡潔に取りまとめること。また、業務内容報告書には講習時に実施した受講者からのアンケートの結果及び分析を含むこと。
受託者は、業務の報告を含む本業務が完了した時、業務完了報告書をもって作業の完了を届け出ること。
県は、業務完了報告書を審査完了した後、請求書を収受して、代価を一括で支払うものとする。

９　留意事項
（1） 受託者は、県との連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。
（2） 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得たときは、主たる部分でない一部の業務に限り、第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。なお、県の承諾を得る場合は、再委託先の概要、体制、責任者及び業務内容を明記の上、事前に書面にて県に申請しなければならない。さらに、県の承諾後、再委託先との契約書の写しを提出しなければならない。
（3） 委託事業の開始から終了までの間、本事業を統括する責任者（以下「統括責任者」という。）を１名配置し、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために、定期的に県と連絡調整を行うこと。
（4） 委託事業の実施に当たり、問題等が発生したときは、県に遅滞なく報告するとともに誠実な対応を行うこと。
（5） 受託者は、契約期間中に県からテキスト等の修正の指示があった場合は、受託金額の範囲内で対応すること。
（6） 本業務に係る会計実地検査等が行われる場合、県に協力すること。
（7） 受託者は事業完了後５年間、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を県の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。
（8） 契約書及び本仕様書に明記されていない事項については、受託者は本県と協議し、その指示に従うこと。また、業務の遂行において実施内容等について変更があった場合や疑義が生じた場合にあっても同様とする。
